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（１）本方針の対象範囲

○ 本方針は、義務教育である中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前

期課程、特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）段階の文化部活動１を主な対

象とする。

○ 本方針の基本的な考え方は、学校の種類や学校の設置者の違いに関わらず該当す

るものであることから、高等学校（特別支援学校高等部を含む。以下同じ。）段階の

文化部活動についても、本方針を原則として適用し、速やかに改革に取り組む。その

際、高等学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に、心身の発達及び進

路に応じて、多様な教育が行われている点に留意する。

○ 小学校（特別支援学校小学部を含む。）段階においても、同じように文化等の活動

を実施している場合がある。こうした活動については、地域によって多様な形態で行

われているが、少なくとも学校教育の一環として行われるものについては、学校にお

いて、児童の発達の段階や教師の勤務負担軽減の観点を十分に考慮し、休養日や活動

時間を適切に設定する必要がある。

（２）望ましい部活動の在り方

○ 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意

義を踏まえ、生涯にわたって学び、芸術文化等の活動に親しみ、多様な表現や鑑賞

の活動を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるとともに、

バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること。

○ 生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一貫として教育課程
との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと。

○ 学校全体として文化部活動を含む部活動の指導・運営に係る体制を構築するこ
と。

１ いわゆる文化部活動については、芸術文化を目的とするもの以外にも、生活文化、自然科学、社

会科学、ボランティア、趣味等の活動（以下「芸術文化等の活動」という。）を行うものなども幅広

く含まれうるものと一般に捉えられており、また、本方針に先行して運動部方針が策定されている

ことから、本方針の対象とする部活動を「運動部以外の全ての部活動」とし、以下、「文化部活動」

と表記する。

本方針策定の趣旨等
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○ 市町村教育委員会及び公立学校は、「文化部活動の在り方に関する総合的なガ

イドライン（文化庁）」に則り、本方針を参考に、持続可能な文化部活動の在り

方について検討し、速やかに改革に取り組む。県教育委員会は、市町村教育委

員会及び公立学校が行う改革に必要な支援等に取り組む。

○ 県教育委員会は、本方針に基づく本県の文化部活動改革の取組状況について、

市町村教育委員会等と連携し、定期的にフォローアップを行う。なお、フォロー

アップについては運動部活動と合わせて行うなど、負担軽減を図るものとする。

（１）文化部活動の方針の策定等

ア 市町村教育委員会は、「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（文

化庁）」に則り、本方針を参考に、「設置する学校に係る文化部活動の方針」を

策定する。

イ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る文化部活動の方針」等に則り、

毎年度、「学校の文化部活動に係る活動方針」を策定する。

文化部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）

並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日

等）を作成し、校長に提出する。

ウ 校長は、上記イの活動方針及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等

により公表する。

エ 学校の設置者は、上記イに関し、各学校において文化部活動の活動方針・計

画の策定等が効率的に行えるよう、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。

なお、このことについて、県教育委員会は、必要に応じて市町村教育委員会の

支援を行う２。

２ これらの方針については、負担軽減の観点から、既に作成している「運動部活動等の在り方に関

する方針」と合わせて、部活動全体に係るものとして作成することも可能である。

１ 適切な運営のための体制整備
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（２）指導・運営に係る体制の構築

ア 校長は、生徒や教師の数、部活動指導員３の配置状況を踏まえ、指導内容の充

実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に持続可能

な文化部活動を実施できるよう、適正な数の文化部を設置する。

イ 学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や校務

分担の実態等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。

なお、部活動指導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理解し、

適切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階

に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生

徒の人格を傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許されないこと、服務（校

長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等）

を遵守すること等に関し、任用前及び任用後の定期において研修を行う４。

ウ 校長は、文化部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施

に鑑み、教師の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行う

など、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な

指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る５。

エ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各文化部の活動内容

を把握し、生徒が安全に芸術文化等の活動を行い、教師の負担が過度とならな

いよう持続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正

を行う。

３ 部活動指導員は、学校教育法施行規則第78条の２に基づき、「中学校におけるスポーツ、文

化、科学等に関する教育活動（学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な

指導に従事する」学校の職員（義務教育学校後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支

援学校の中学部及び高等部については当該規定を準用）。学校の教育計画に基づき、校長の監

督を受け、部活動の実技指導、大会・練習試合等の引率等を行う。校長は、部活動指導員に部

活動の顧問を命じることができる。

４ 「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管

理等に係る取組の徹底について（平成30年２月９日付け29文科初第1437号）」において、部活動につ

いては「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」と整理され、各学校において、教

師の負担の度合いや専門性の有無を踏まえ、学校の教育方針を共有した上で、学校職員として部活

動の実技指導等を行う部活動指導員をはじめとした外部人材の積極的な参画を進めること。」と示さ

れている。

５ 経験がなく部活動の指導に必要な技能を備えていない教師等が部活動の顧問を担わなければなら

ない場合には負担を感じ、特に、新任の教師等は過度の負担がかかる場合があるので留意が必要で

ある。
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オ 学校の設置者は、文化部活動の指導者（顧問、部活動指導員や外部指導者等）

を対象とする指導に係る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を対象と

する文化部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修等の取組を

行う。

カ 学校の設置者及び校長は、教師の文化部活動への関与について、「学校におけ

る働き方改革に関する緊急対策（平成２９年１２月２６日 文部科学大臣決定）」

及び「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業

務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（平成３０年２月９日付

け２９文科初第１４３７号）」６を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間

管理等を行う。

（１）適切な指導の実施

ア 校長及び文化部指導者は、文化部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健

康管理（障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事

故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び

体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。学校の設置者は、学校におけるこれら

の取組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・

是正を行う。

○ 指導者は、生徒自らが意欲を持って取り組む姿勢となるよう、心理面を考

慮した肯定的な指導、生徒の状況の細かい把握、適切なフォローを加えた指

導等、指導者と生徒の信頼関係を前提とした指導を行うようにする。

６ 当該通知において、「部活動や放課後から夜間などにおける見回り等、「超勤４項目」以外の

業務については、校長は、時間外勤務を命ずることはできないことを踏まえ、早朝や夜間等、

通常の勤務時間以外の時間帯にこうした業務を命ずる場合、服務監督権者は、正規の勤務時間

の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底すること。」等について示されている。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組
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イ 文化部活動の指導者は、生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点から休

養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、

文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解するととも

に、生徒の芸術文化等の能力向上や、生涯を通じて芸術文化等の活動に親しむ基礎を

培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウ

トすることなく、技能等の向上や大会等での好成績などそれぞれの目標を達成できる

よう、分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレーニングの積極的

な導入等により、休養を適切に取つつ、短時間で効果が得られる指導を行う。

また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達

個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。

（２）文化部活動用指導手引の普及・活用

ア 文化部活動の指導者は、関係団体等７が、文化部活動における合理的でかつ効

率的・効果的な活動のため作成する指導手引（レベルに応じた 1 日２時間程度
の練習メニュー例と週間、月間、年間での活動スケジュールや、効果的な練習

方法、指導上の留意点、安全面の注意事項等から構成、文化部活動の指導者や

生徒の活用の利便性に留意した分かりやすいもの）を活用して、２（１）に基

づく指導を行う。

ア 文化部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、

教育課程内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の

生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準とする
８ ９。

○ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、

土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日と

する。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。）

○ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が

十分な休養をとることができるとともに、文化部活動以外にも多様な活動を

行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。

○ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中

の週末を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率

的・効果的な活動を行う。

イ 市町村教育委員会は、１（１）の掲げる「設置する学校に係る文化部活動の

３ 適切な休養日等の設定
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方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏まえるとともに、本方針を参考に、

休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、下記ウに関し、適宜、支援

及び指導・是正を行う。

ウ 校長は、１（１）に掲げる「学校の文化部活動に係る活動方針」の策定に当

たっては、上記の基準を踏まえるとともに、学校の設置者が策定した方針に則

り、各文化部の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各文化部の

活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。

エ なお、休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえ

えた工夫として、定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市町村共

通の部活動休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間

の目安を定めることも考えられる。

オ 高等学校においては、本方針を原則として適用するが、ただし、学校の実態

により多様な活動が行われていること、分野によって様々な活動形態等が考え

られることを考慮する。

カ 小学生が加入して行われる芸術文化等の活動においては、中学校の前段階と

なる小学校児童の発達の段階を考慮し、上記アにある休養日の設定、活動時間

の基準を踏まえた活動となるよう留意する。

７ 文化部活動に関わる各分野の関係団体。

８ 「学校における働き方改革関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理

等に係る取組の徹底について(平成30年２月９日付29文科初第1437 号)」においては、「一部の保護

者による部活動への過度の期待が見られることも踏まえ、入試における部活動に対する評価の在り

方の見直し等に取り組むこと。」や「部活動に過度に注力してしまう教師も存在するところであり、

教師の側の意識改革を行うために、採用や人事配置等の段階において、教師における部活動の指導

力を過度に評価しないよう留意すること。」が示されている。

９ 学校教育法施行規則に定められている中学校の各学年の年間標準授業時数を学習指導要領に示さ

れた年間の授業週数に照らして１週間あたりに換算すると、１週間あたりの授業時数は29 単位時間

（24 時間10 分）である。一方、スポーツ庁「平成29 年度運動部活動等に関する実態調査」によれ

ば、中学校の文化部活動の一週間の活動時間が「14 時間を超える」と回答した生徒の割合は全体の

42.0％、「21時間を超える」と回答した生徒の割合は全体の21.7%であり、学校の教育活動の中心で

ある教育課程内の活動と比して、部活動の時間がそれに匹敵する程度に長時間になってしまうこと

は、生徒の負担等の観点から適切ではないと考えられる。こうしたことを踏まえて、本方針では、

１週間あたり長くとも11 時間程度となる文化部活動の活動時間の基準を定めた（平日は少なくとも

１日、週末は少なくとも１日以上を休養日とし、１日の活動時間は長くとも平日では２時間程度、

休業日は３ 時間程度を基準とする。）。
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（１）生徒のニーズを踏まえた文化部活動の設置

ア 校長は、部活動が生徒の自主的、自発的な参加に基づくものであり、現在の文化

部活動が、性別や障害の有無を問わず、生徒の多様な潜在的なニーズに必ずしも応え

られていないことを踏まえ、技能等の向上や大会等での好成績以外にも、友達と楽し

める、適度な頻度で行える等、生徒が参加しやすいような多様なレベルや生徒の多様

なニーズに応じた活動を行うことができる文化部を設置するよう努める。

具体的な例としては、より多くの生徒の芸術文化等の活動機会の創出が図られ

るよう、季節ごとに異なる活動を行う部や、大会志向でなくレクリエーション

志向で行う活動、生徒が楽しく芸術文化等の活動に親しむ動機付けになるもの

が考えられる１０。

イ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、少子化に伴い、単一の学校では特定

の分野の文化部活動を設けることができない場合には、生徒の部活動参加の機

会が損なわれることがないよう、複数校の生徒が拠点校の文化部活動に参加す

る等、合同部活動等の取組を推進する。

また、持続可能な活動を確保するため、長期的には従来の学校単位での活動から一

定規模の地域単位での活動も視野に入れた体制の構築が求められる。このため、地方

公共団体は、本方針を踏まえた文化部活動改革の取組を進めるとともに、地域の実情

に応じて、長期的に、地域全体で、これまでの学校単位の文化部活動に代わりうる生

徒の芸術文化等の活動の機会の確保・充実方策を検討する。

（２）地域との連携等

ア 学校の設置者及び校長は、家庭の状況にかかわらず、生徒が芸術文化等の活

動に親しむ機会を充実する観点から、学校や地域の実態に応じて、地域の人々

の協力や体育館や公民館、美術館・博物館などの社会教育施設、劇場、音楽堂

等の文化施設の活用や芸術文化関係団体・社会教育関係団体等の各種団体との

連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域が共に子

供を育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域にお

ける持続可能な芸術文化等の活動のための環境整備を進める。

10 例えば、生徒がより多様な芸術文化に触れる機会をつくるため、管楽器演奏以外の音楽、合唱、

演劇、放送などを融合した合同部をつくり、シナジー効果や生徒の満足度向上に寄与しているよう

な例もある。

４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備
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イ 関係団体等は、県の所管課、県教育委員会及び市町村教育委員会等と連携し、

学校と地域が協働･融合した形での芸術文化等の活動を推進するとともに、学校

の設置者等が実施する部活動指導員の任用・配置や、文化部活動の指導者等に

対する研修等、芸術文化等の活動の指導者の質の向上に関する取組に協力する。

ウ 学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については、各種保険へ

の加入や、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生徒が芸術文化等の

活動に親しめる場所が確保できるよう、学校施設の開放を推進する 11。

エ 学校の設置者及び校長は、学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のた

めの教育、芸術文化等の活動に親しむ機会の充実を支援するパートナーという

考え方の下で、こうした取組を推進することについて、保護者の理解と協力を

促す。

ア 文化部活動に関わる全国組織及び文化部活動を参加対象とする各種大会等に

ついて、４を踏まえ、単一の学校からの複数グループの参加、複数校合同グル

ープの参加、学校と連携した地域の団体等の参加、本方針の遵守を条件とした

参加資格等の在り方や、大会の規模もしくは日程等の在り方、部活動指導員に

よる単独引率や外部人材の活用などの運営の在り方に関する見直しが行われた

場合、沖縄県中学校文化連盟が主催する大会においても、必要な協力や支援を

受け同様の見直しを速やかに行う。

イ 沖縄県中学校文化連盟及び学校の設置者は、学校の文化部が参加する大会等

や地域からの要請により参加する地域の行事・催し等の全体像を把握し、週末

等に開催される様々な大会等や地域の行事・催し等に参加することが、生徒や

文化部活動の指導者の過度な負担とならないよう、大会等や地域の行事・催し

等の統廃合や簡素化等を主催者に要請するとともに、各学校の文化部が参加す

る大会等や地域の行事・催し等の数の上限の目安等を定める。

ウ 校長は、沖縄県中学校文化連盟及び学校の設置者が定める上記イの目安等を

踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や文化部活動の指導者の負担が過度とな

らないことを考慮して、参加する大会等や地域の行事・催し等を精査する。

11 芸術文化等の活動を行うにあたっては、防音室や実験室など活動内容に適した場所や、楽器や実

験器具など活動内容に不可欠な用具が備わっていないと活動自体が実施できないものがあることか

ら、家庭の経済状況にかかわらず、生徒が芸術文化等の活動に親しめるよう配慮する。

５ 学校単位で参加する大会等の見直し



- 9 -

○ 本方針は、生徒の視点に立った、学校の文化部活動改革に向けた具体の取

組について示すものである。

○ 中学生及び高校生の時期は、生徒自身の興味・関心に応じて、教育課程外の学

校教育活動や地域の教育活動など、生徒による自主的・自発的な活動が多様化して

いく段階にある。少子化や核家族化が進む中にあって、学校外の様々な活動に参加

することは、実生活や実社会の生きた文脈の中で様々な価値や自己の生き方につい

て考えることができる貴重な経験となり、幅広い視野に立って自らのキャリア形成

を考える機会となることも期待される。また、生徒が多様な学びや経験をする場や

自らの興味・関心を深く追究する機会などの充実につながるものである。

○ 今後、学校における文化部活動が、社会のさまざまな変化にも対応しなが

ら、生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育

課程との関連を図りつつ、関係者が一体となり、地域、学校、芸術分野等に

応じた多様な形で最適に実施されていくことを望むものである。

【参考】文化活動の在り方に関する総合的なガイドライン（平成３０年１２月文化庁）

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakatsudo_guideline/h30_1227/index.
html

終わりに


